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制定 平成２５年１２月１６日 
改訂 平成３１年 １月２３日 

JAHIS規程 5022 号 

 
競争法コンプライアンス実施細則 

 
（目的） 
第１条 この細則は、競争法コンプライアンス規程（JAHIS規程 5021号）（以下「規程」という）

に基づき、一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会（以下「本会」という。）の

コンプライアンス活動に係る細則を定める。 
 
（対象とする会議） 
第２条 規程に定める会合の内、下記組織の会議を対象とする。 

（１）運営会議、戦略企画部 
（２）総務会 
（３）標準化推進部会 
（４）医事コンピュータ部会 
（５）医療システム部会 
（６）保健福祉システム部会 
（７）事業推進部 
（８）上記の運営会議、戦略企画部及び各部門の下部組織である委員会・ＷＧ・ＳＷＧ・Ｐ

Ｊ・ＴＦ・室・分科会・専門委員会等 
 
（対象とする懇親会等） 
第３条 規程に定める会合の内、下記を対象とする。（以下「懇親会等」という） 
  （１）賀詞交換会 

（２）本会主催の懇親会および宴席 
 
（コンプライアンス体制と役割分担） 
第４条 本会のコンプライアンス体制と役割分担は、別紙１に定める。 
 
（運営） 
第５条 会合の開催通知には、規程第３条各号を話題にしてはならない旨を記載する。 

２ 第２条に定める会議の運営は以下に従う。 
（１）本会の役職者または会合の議事進行等運営を司る者（以下「議長等」という）は、開

会に先立ち、「当会合では競争法上問題となるおそれのある話題を話し合わない」旨を

宣言し、異議がないことを確認する。その旨を議事録に記載する。 
（２）議長等は、会議の議題および配布された資料の中に競争法上問題となるおそれのある

記載を発見した場合には、ただちに当該資料を回収し、回収理由を議事録に記載する。 
（３）議長等は、競争法上問題となるおそれのある話題が生じた場合には、発言者に注意し

て発言を制止する。発言を止めないときには発言者に退席を命じ、退席しない場合は

当該会合を終了させ、終了事由を議事録に記載する。 
（４）会議時に記載する出席表及び開催する会議室等の場所には、規程第３条各号を話題に

してはならない旨を明示する。 
３ 第３条に定める懇親会等の運用は以下に従う。 
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（１）主催者または進行役は、開会に先立ち「当会合では競争法上問題となるおそれのある

話題を話し合わない」旨を宣言する。 
（２）競争法上問題となるおそれのある話題が生じた場合には、発言者に注意し、発言を制

止する。 
 
（統計情報） 
第６条 本会各組織が行う統計情報の収集、管理等については規程第４条の基に以下に従う。 
  （１）統計情報を収集しようとする場合は、各部門において収集する情報に規程第４条記載

の管理対象統計情報が含まれるかどうかを審議し、管理対象統計情報が含まれる場合

は本条第２項乃至第５項を遵守するものとする。なお、管理対象統計情報が含まれな

い場合は、その旨を議事録に記載し、審議の結果を明記するものとする。 
  （２）管理対象統計情報を収集開示する場合には下記のプロセスで事前承認を受けるものと

する。 
①各部門でアンケート及びアンケート実施伺いを確認・承認の上コンプライアンス委

員会に提出する。 
②コンプライアンス委員会は各部門より提出されたアンケート及びアンケート実施伺

いを協議し、協議結果を各部門に報告する。 
③コンプライアンス委員会の了解が得られた場合には、各部門は運営会議に上程し、

承認を得るものとする。なお、コンプライアンス委員会の協議において修正意見等

が出された場合には再度本項第１号乃至第３号のプロセスを経て、運営会議の承認

を得るものとする。 
  （３）入手した管理対象統計情報は、事務局または委託を受けた専門調査機関が機密として

管理する。 
  （４）管理対象統計情報を集計した統計情報（以下「集計情報」という）の開示は、運営会

議で集計情報を事前報告の上、運営会議で承認を受けた方法及び条件で行うものとす

る。 
  （５）業界動向を把握する調査等については、詳細な予測ではなく概括的な内容を基本とす

る。また管理対象統計情報は統計・市場予測目的のためだけに利用する。 
 
（監査） 
第７条 コンプライアンス活動の状況を把握し確認するため、各部門は年 1 回第２条に定めた会

議毎の JAHIS コンプライアンス自己監査表（以下、「自己監査表」という。）、JAHIS
コンプライアンス自己監査総括表（以下、「総括表」という。）をコンプライアンス委員

会委員長へ提出する。 
２ 自己監査表および総括表は、コンプライアンス委員会からの指示の基に、以下に従い作成

する。 
（１）各組織内で第２条の対象会議毎に「監査人」、「監査責任者」を選出する。 
（２）自己監査表は、「監査人」が記載し、「監査責任者」が確認した上で、推進責任者が承

認する。 
（３）推進責任者は、改善点及び問題点がある場合には必要な措置を定め組織内に徹底を図

るとともに総括表にその旨を記載する。 
３ 指定された提出期間内に提出できない場合はコンプライアンス委員会に申し出る。 
４ コンプライアンス委員会は、提出された総括表及び自己監査表を集約し、必要な措置を含

めて運営会議に報告する。 
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附則 （平成２５年１２月１６日） 
１ この細則は、平成２６年 １月 １日から施行する。 
附則 （平成３１年１月２３日） 
１ この細則は 平成３１年 １月２３日から施行する。 
 
  



4 
 

別紙１ 

１．コンプライアンス体制 

コンプライアンス委員会
　　　委員長（運営会議議長）
　　　委員（各部門選出）
　　　事務局

運営会議

各部門の推進担当者
（各部門選出）

各会議の監査責任者
　　　　　　　 監査人
　　　　　　（各部門選出）

各部門の推進責任者
（各部門選出）

注１

注１）第２条に定める会議

注２

注２

注２）運営会議、戦略企画部を含める  
２．役割分担 
（１）コンプライアンス委員会：規程類、ルール等の文書作成・改訂の統括 
               コンプライアンス実施計画全般の遂行統括 
               コンプライアンスに関する報告・相談対応 
               各部門との調整・連絡 
               統計情報の開示内容の確認 
               総括表、自己監査表の集約及び運営会議への報告 
（２）各部門の推進責任者  ：コンプライアンス実施計画全般の部門遂行統括 
   （例：部門長）     コンプライアンスに関する部門内の報告・相談対応 
      自己監査表の承認 
               総括表の作成 
（３）各部門の推進担当者  ：コンプライアンス委員会との連絡・調整 
   （例：コンプライアンス委員）各々の組織での実施計画全般の実務統括 
               コンプライアンスに関する部門内の報告・相談対応 

各々の組織の自己監査表、総括表のコンプライアンス              

委員会への提出 
（４）各会議の監査責任者  ：自己監査表の確認及び推進責任者への提出 
   （例：委員長） 
（５）各会議の監査人    ：監査の実施及び自己監査表作成 

（例：リーダ） 
 

＊：（４）、（５）は兼務可。  
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別紙２ 
監査実施手順

 

運営会議 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会 各部門 対象会議

自己監査

表

監査結果

とりまとめ

分析・評価

監査実施

確認

監査計画書報告

及び各組織へ監

査実施依頼

実施依頼書

送付

監査人／監

査責任者の

選出

選出

監査結果

集計

報告

監査計画書

提出

自己監査表

作成・確認

総括表・自

己監査表

そう総括表

承認

確認

監査体制

表提出確認


